
 H30.7.10 資料７

障害者差別解消支援地域協議会　第1回

その他普及啓発事業について 

 

 

１ 事業者向け説明会の開催 

（１）対象者  企業等事業者 

（２）時 期  平成３０年１２月 

（３）会 場  東京都都庁大会議場（第一本庁舎５階）を予定 

（４）コンセプト  事業者による共生社会に向けた取組が推進されるよう、

「合理的配慮の提供の義務化」に理解を求め、条例施行

を広めるための説明会を実施する。 

 

２ 都民向けシンポジウムの開催 

（１）対象者  一般都民 

（２）時 期   平成３１年２月または３月中を予定 

（３）会 場   都内の多目的イベントホールを予定 

（４）コンセプト  誰でも参加でき、分かりやすく「障害の社会モデル」や

「合理的配慮の提供」を伝えるシンポジウムを実施する。 

  

３ 出前研修の実施 

 申込みを頂いた個別の事業者に都職員が訪問の上、障害者差別解消に係る出

前研修を実施します。（参考資料を御参照ください。） 

  

 

 なお、各団体主催による人権啓発等の研修を開催する際には、一部お時間を

頂戴できれば、都職員が伺った上で、条例等について御説明申し上げます。 

 ぜひ機会がありましたら、御検討・御協力いただけますと幸いです。 


